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各務原市新総合体育館総合運動防災公園整備運営事業 

基本協定書（案） 

 

各務原市新総合体育館総合運動防災公園整備運営事業（以下「本事業」という。）に

関して、各務原市（以下「本市」という。）は、入札参加グループ[  ]の代表企業、構

成企業及び協力企業（本事業に係る入札参加資格審査書類に、それぞれ入札参加グループ

の代表企業、構成企業及び協力企業として明記された者をいう。以下、本則において「事

業予定者」という。）との間で、本事業に関する基本的な事項について合意し、次のとお

り基本協定（以下「本基本協定」という。）を締結する。 

（目的） 

第１条 本基本協定は、本事業に関し、事業予定者がその落札者として決定されたことを

確認するとともに、本市と事業者（事業予定者である代表企業及び構成企業（以下

「代表企業等」という。）が設立する本事業の遂行者をいう。以下、本則において同

じ。）との間で民間資金等の活用による公共施設等の整備等の促進に関する法律（平

成11年法律第117号）第５条第２項第５号に規定する本事業に係る事業契約（以下「事

業契約」という。）を締結するため、本市及び事業予定者双方の義務について必要な

事項を定めることを目的とする。 

（当事者の義務） 

第２条 本市及び事業予定者は、本市と事業者との間で締結する事業契約の締結に向けて、

それぞれ誠実に対応しなければならない。 

２ 事業予定者は、事業契約締結のための協議において、本事業の入札手続における本市

の要望事項を尊重しなければならない。 

（事業者の設立） 

第３条 代表企業等は、本基本協定締結後、速やかに事業者を会社法（平成17年法律第86

号）に定める株式会社として設立し、当該株式会社の商業・法人登記簿謄本の原本、

定款の原本証明付きの写し及び株主名簿の原本証明付きの写しを本市に提出しなけれ

ばならない。この場合において、当該株式会社は、本市内のいずれかに設立するもの

とする。 
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２ 代表企業等は、必ず事業者に出資しなければならない。この場合において、事業者に

対する代表企業等の出資比率の合計は、当該事業者への出資額全体の50パーセントを

上回らなければならない。 

３ 事業予定者の代表企業（以下「代表企業」という。）は、入札説明書等に示す本事業

の事業期間（以下「事業期間」という。）を通じて、事業者に対する出資者中最大の

出資割合を持つものとする。 

４ 代表企業が保有する議決権の割合は、事業者の総株主の議決権のうち最大の割合とし、

かつ、代表企業等が保有する議決権の合計割合は、事業者の総株主の議決権の50パー

セントを上回らなければならない。 

５ 事業者の定款には、会社法第107条第２項第１号の規定に基づき株式の譲渡制限を規

定しなければならない。 

６ 代表企業等は、次条に規定する場合を除き、事業期間中、事業者の株式を譲渡するこ

とはできない。 

７ 事業予定者は、事業者の定款の変更を行う場合には、事前に本市に通知し、変更後の

定款の原本証明付きの写しを本市に提出するものとする。 

（株式の譲渡等） 

第４条 代表企業等は、事業期間が終了するまで事業者の株式を保有するものとし、その

保有する事業者の株式の譲渡、担保権等の設定その他の処分を行う場合には、事前に

書面による本市の承諾を得なければならない。 

２ 代表企業等は、前項の規定により本市の承諾を得て事業者の株式の譲渡、担保権等の

設定その他の処分を行った場合には、当該処分に係る契約書の写しをその締結後、速

やかに本市に提出しなければならない。 

（業務の委託及び請負） 

第５条 代表企業等は、事業者による本事業の実施に関し、設計に係る業務を[   ] に、

建設に係る業務を[   ]に、工事監理に係る業務を[   ]に、開業準備に係る業務を

［   ］に、維持管理に係る業務を[   ]に、運営に係る業務を[   ]に、それぞれ委託

又は請け負わせることができるものとする。 

２ 前項の場合において、代表企業等は、本市と事業者との間で事業契約が確定された後、

速やかに、前項に定める各業務に係る受託者又は受注者と事業者との間において、各

業務に関する業務委託契約又は請負契約若しくはこれらに代わる覚書等を締結させる

ものとする。この場合において、当該契約等の締結後、速やかに、当該契約書等の写
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し等、各業務を委託又は請け負わせた事実を証する書面を、本市に提出するものとす

る。 

３ 事業者から業務を受託又は請け負った者は、当該業務を誠実に実施しなければならな

い。 

（事業契約等） 

第６条 本市及び事業者は、本基本協定締結後、令和７年８月15日までに、仮契約を締結

するものとする。 

２ 本市及び事業者は、前項の仮契約締結後、契約の締結について各務原市議会で議決を

経た後、仮契約において定めた事業期間、契約代金額等の同一条件をもって、本契約

を締結するものとする。 

３ 本市及び事業予定者は、入札説明書に併せて公表する事業契約書（案）及び事業契約

約款（案）の内容に関し、入札前に確定することができなかった事項を除いては、原

則として変更しないものとする。 

４ 本市及び事業予定者は、仮契約締結後も、本事業の円滑な実施のために互いに協力し

なければならない。 

５ 本市は、第12条第１項に規定する場合を除き、事業予定者の責めに帰すべき事由によ

り事業者と事業契約を締結することができない場合には、第３項の事業契約約款（案）

別紙４「サービス対価の支払方法」表２中の ア 施設費（以下「施設費」という。）

に相当する金額並びに当該額に係る消費税及び地方消費税の額の合計額の10分の１に

相当する金額を賠償金として請求することができるものとする。 

６ 前項の規定は、本市に生じた損害額が前項に規定する賠償金額を超える場合、本市が

その超過分について事業予定者に賠償を請求することを妨げるものではない。 

７ 事業予定者が前２項に規定する賠償金を本市の指定する期間内に支払わないときは、

事業予定者は、当該未払額につき、当該期間を経過した日から当該未払額の支払をす

る日までの日数に応じ、本基本協定締結日における政府契約の支払遅延防止等に関す

る法律(昭和24年法律第256号)第８条第１項の規定に基づき財務大臣が決定した率（以

下「支払遅延防止法の率」という。）を乗じて計算した金額を遅延損害賠償金として、

本市に支払わなければならない。この場合の計算方法は、年365日の日割計算とする。 

（出資者保証書等） 

第７条 代表企業等は、事業契約の本契約確定日において、出資者保証書（様式第１号）

を本市に提出しなければならない。 
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２ 代表企業等は、前項の規定により提出した出資者保証書に定める数量の事業者の株式

の引受けを行うものとする。 

３ 代表企業は、事業者の設立時において、事業者の株式を保有する代表企業等以外の者

から誓約書（様式第２号）を徴求して、これを本市に提出しなければならない。 

（準備行為） 

第８条 事業予定者は、事業契約の本契約確定前にも、自己の責任と費用において、本事

業の実施に関し必要かつ相当な範囲において準備行為を行うことができるものとする。

この場合において、本市は、必要かつ合理的な範囲で、当該準備行為に協力しなけれ

ばならない。 

２ 前項の準備行為の結果は、事業契約の本契約確定後、事業者が速やかにこれを引き継

ぐものとする。 

（資金調達） 

第９条 代表企業等は、事業予定者が本事業に関して本市に提出した事業者提案に従い、

本事業に係る事業者への出資、出資者の募集、資金の借入れその他事業者の資金調達

を実現させるために最大限努力するものとする。 

２ 代表企業等は、事業者に対して本事業に係る融資を行う金融機関等が決定した場合に

は、当該金融機関等の名称その他の詳細を、本市に提出しなければならない。 

（事業契約不調の場合の処理） 

第10条 本市と事業者との間で事業契約の締結に至らなかった場合には、第６条第５項か

ら第７項まで及び第12条に規定する金額を本市が請求する場合を除き、その事由のい

かんを問わず、本基本協定に別段の定めがない限り、本市及び事業予定者が本事業の

準備に関してそれぞれ要した費用については、各自がそれぞれ負担するものとする。

この場合において、本市及び事業予定者は、相互に債権債務関係が生じないものとす

る。 

（有効期間） 

第11条 本基本協定の有効期間は、本基本協定の締結日から事業契約の全てが終了した日

までとする。ただし、本基本協定の有効期間の終了後も、第６条第５項から第７項ま

で、第10条、第12条、第13条及び第15条の規定の効力は、存続するものとする。 

２ 本市と事業者との間で事業契約が締結に至らなかった場合には、当該事業契約の締結

不調が確定した日をもって本基本協定は終了するものとする。ただし、本基本協定の

終了後も、第６条第５項から第７項まで、第10条、第12条、第13条及び第15条の規定

の効力は存続するものとする。 
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（談合等の不正行為に係る損害の賠償） 

第12条 本市は、第６条第１項及び第２項の規定にかかわらず、事業契約の本契約確定前

に、本事業の入札手続に関し、事業予定者のいずれかの者において次の各号のいずれ

かの事由が生じたときは、事業者との間で事業契約を締結しないことができる。 

(1) 私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律（昭和 22年法律第54号。以下

「独占禁止法」という。）第８章第２節に規定する手続に従って、独占禁止法第７

条、第８条の２、第17条の２又は第20条のいずれかの排除措置命令を受け、当該排

除措置命令が確定したとき。 

(2) 独占禁止法第８章第２節に規定する手続に従って、独占禁止法第７条の２、第８

条の３又は第20条の２から第20条の６までのいずれかの課徴金納付命令を受け、当

該課徴金納付命令が確定したとき。 

(3) 自ら又はその役員若しくは使用人その他の従業者について、刑法（明治40年法律

第45号）第96条の６又は第198条の規定に違反し、これらの規定による刑が確定し

たとき。 

２ 本市は、事業期間にかかわらず、本事業の入札手続に関し、前項各号のいずれかの事

由が生じたときは、事業契約を締結し、又は解除するか否かを問わず、事業予定者に

対し、施設費に相当する金額並びに当該金額に係る消費税及び地方消費税の額の合計

額の10分の２に相当する金額を賠償金として請求することができるものとする。 

３ 前項の規定は、本市に生じた損害額が前項の規定する賠償金額を超える場合、本市が

その超過分について事業予定者に賠償を請求することを妨げるものではない。  

４ 事業予定者が前２項に規定する賠償金を本市の指定する期間内に支払わないときは、

事業予定者は、当該未払額につき、当該期間を経過した日から当該未払額の支払をす

る日までの日数に応じ、支払遅延防止法の率を乗じて計算した金額を遅延損害賠償金

として、本市に支払わなければならない。この場合の計算方法は、年365日の日割計算

とする。  

（秘密保持） 

第13条 本市及び事業予定者は、本基本協定に規定する各事項について、相手方の同意を

得ることなく、これを第三者に開示し、及び本基本協定の目的以外に使用してはなら

ない。ただし、裁判所より開示が命ぜられた場合、代表企業等が本事業に関する資金

調達に必要として開示する場合及び本市が法令（条例を含む。以下同じ。）に基づき

開示する場合は、この限りでない。 
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（基本協定の変更） 

第14条 本基本協定の規定は、全ての基本協定締結者の書面による合意がなければ、変更

することはできないものとする。 

（準拠法及び裁判管轄） 

第15条 本基本協定は、日本国の法令に従い解釈されるものとし、また、本基本協定に関

する当事者間に生じた一切の紛争については、岐阜地方裁判所を第一審の専属的合意

管轄裁判所とする。 

（その他） 

第16条 本基本協定に定めのない事項又は疑義が生じた事項については、必要に応じ本市

及び事業予定者協議の上、定めるものとする。 
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本基本協定の締結を証するため、本書を２通作成し、本市及び事業予定者が記名押印

の上、本市及び代表企業がそれぞれ１通を保有する。 

 

令和[  ]年[  ]月[  ]日 

 

各務原市那加桜町１丁目 69 番地 

各務原市 

代表者 各務原市長 浅野 健司 印 

 

事業予定者 

（所在地） 

[     ]会社（代表企業）  

代表取締役            印 

 

（所在地） 

[     ]会社（構成企業）  

代表取締役            印 

 

 

（所在地） 

[     ]会社（構成企業）  

代表取締役            印 

 

 

（所在地） 

[     ]会社（構成企業）  

代表取締役            印 

 

 

（所在地） 

[     ]会社（協力企業）  

代表取締役            印 
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様式第１号（第７条関係） 

 

令和  年 月 日 

（宛先）各務原市 

市長 浅野 健司 様 

 

 

 

出 資 者 保 証 書 

 

 

各務原市及び［ ］（以下「事業者」という。）の間において、令和[  ]年[  ]月

[  ]日付けで締結された各務原市新総合体育館総合運動防災公園整備運営事業に係る事業

契約（以下「事業契約」という。）に関して、当該事業者の株主である［     ］、

［     ］、［     ］、［     ］及び［     ］（以下「当社ら」

という。）は、各務原市に対して下記の事項について、連帯して誓約し、かつ、表明し、

及び保証いたします。なお、特に明示の無い限り、この出資者保証書において用いる用語

の定義は、事業契約に定めるとおりとします。 

 

記 

 

１ 事業者は、令和[  ]年[  ]月[  ]日に会社法（平成 17 年法律第 86 号）上の株式会社

として適法に設立され、かつ、本日現在において有効に存在すること。 

２ (１) 本日時点における事業者の発行済株式総数は[  ]株であること。 

(２) 本日時点における当社らの保有する事業者の株式の総数は[   ]株であり、そ

のうち[   ]株は[          ]が、[   ]株は[          ]が、[   ]株は

[          ]が、[   ]株は[          ]が、[   ]株は[          ]がそれぞれ保

有すること。 

(３) 本日時点における当社ら以外の者が保有する事業者の株式の総数は[   ]株で

あり、そのうち[   ]株は[         ]が、[   ]株は[          ]が、[   ]株は

[          ]がそれぞれ保有すること。 
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事業者の本日現在における株主構成は、[（入札参加グループの代表企業及び構成企

業）] が保有する議決権の合計割合が全議決権の 50 パーセントを上回っており、か

つ、[（入札参加グループの代表企業）] の議決権保有割合が株主中最大となってい

ること。 

３ 当社らは、事業者が株式、新株予約権又は新株予約権付社債を発行しようとする場合、

これらの発行を承認する株主総会において、前項記載の議決権保有比率の維持が可

能か否かを考慮した上、その保有する議決権を行使すること。 

４ 当社らは、事業契約の全てが終了する時まで事業者の株式を保有するものとし、各務

原市の事前の書面による承諾がある場合を除き、当該株式の譲渡、担保権等の設定

その他一切の処分を行わないこと。また、当社らの一部の者に対して当社らが保有

する事業者の株式の全部又は一部につき譲渡、担保権等の設定その他の処分をする

場合においても、各務原市の事前の書面による承諾を得て行うこと。 

５ 各務原市の承諾を得て、当社らが保有する事業者の株式の譲渡、担保権等の設定その

他の処分をする場合、当該処分に係る契約の締結後速やかに、当該処分に係る契約

書の写しを、各務原市に提出すること。 

 

（所在地） 

[     ]会社（代表企業）  

代表取締役            印 

 

 

（所在地） 

[     ]会社（構成企業）  

代表取締役            印 

 

 

（所在地） 

[     ]会社（構成企業）  

代表取締役            印 

 

 

（所在地） 

[     ]会社（構成企業）  
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代表取締役            印 

 

 

（所在地） 

[     ]会社（構成企業）  

代表取締役            印 
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様式第２号（第７条関係） 

 

令和  年  月  日 

 

（宛先）各務原市 

市長 浅野 健司 様 

 

 

誓 約 書 

 

 

各務原市及び［  ］（以下「事業者」という。）の間において、令和[  ]年[  ]月

[  ]日締結予定の各務原市新総合体育館総合運動防災公園整備運営事業に係る事業契約

（以下「事業契約」という。）に関して、当社は、各務原市に対して下記の事項を誓約し、

かつ、表明し、及び保証いたします。なお、特に明示の無い限り、この誓約書において用

いられる用語の定義は、事業契約に定めるとおりとします。 

 

記 

 

１ 本日時点において、当社が保有する事業者の株式の総数は、[ ]株であること。 

２ 当社は、事業契約の全てが終了する時まで事業者の株式を保有するものとし、各務原

市の事前の書面による承諾がある場合を除き、当該株式の譲渡、担保権等の設定そ

の他一切の処分を行わないこと。 

３ 各務原市の承諾を得て、当社が保有する事業者の株式の譲渡、担保権等の設定その他

の処分をする場合、当該処分に係る契約の締結後速やかに、当該処分に係る契約書

の写しを、各務原市に提出すること。 

４ 当社が保有する事業者の株式を譲渡する場合、事前に、当該株式の譲受予定者からこ

の誓約書と同じ様式の誓約書を徴求し各務原市に提出すること。 

 

（所在地） 

[     ]会社        

代表取締役            印 


